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議案 

番号

117 令和元年度千葉市一般会計補正予算（第３号） 別冊

118 令和元年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

119 令和元年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

120 令和元年度千葉市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

121 令和元年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

122
地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ
いて

1

123 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 4

124 千葉市国民健康保険財政調整基金条例の制定について 5

125 千葉市心身障害者扶養共済条例の一部改正について 7

126 千葉市印鑑条例の一部改正について 8

127 千葉市競輪事業施設整備基金条例の制定について 10

128
千葉市子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条第２項の規
定に基づく施設等利用費の支給の対象となる認可外保育施設の範囲の限
定に関する条例の制定について

12

129 子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について 22

130
千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部
改正について

23

131
千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部改正について

28

132
千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

30

133 千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例の一部改正について 42

134 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 43

135 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部改正について 45

136 千葉市立小学校設置条例の一部改正について 48

137 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部改正について 50

138 千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について 51

139 千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 52

140 千葉市都市公園条例の一部改正について 54

令和元年第３回千葉市議会定例会議案件名

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

141 千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例の一部改正について 56

142 住居表示の実施について 58

143 町の区域及び名称の変更について 61

144
工事請負契約について(千葉市中央図書館・生涯学習センター空調熱源改
修工事)

65

145 市道路線の認定及び廃止について 66

146 平成３０年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 87

147 決算の認定について(平成３０年度千葉市一般会計歳入歳出決算) 88

148
決算の認定について(平成３０年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入
歳出決算)

89

149
決算の認定について(平成３０年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算)

90

150
決算の認定について(平成３０年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳
入歳出決算)

91

151
決算の認定について(平成３０年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特別会計歳入歳出決算)

92

152
決算の認定について(平成３０年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決
算)

93

153
決算の認定について(平成３０年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入
歳出決算)

94

154
決算の認定について(平成３０年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決
算)

95

155
決算の認定について(平成３０年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入
歳出決算)

96

156
決算の認定について(平成３０年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別
会計歳入歳出決算)

97

157
決算の認定について(平成３０年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入
歳出決算)

98

158
決算の認定について(平成３０年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出
決算)

99

159
決算の認定について(平成３０年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入
歳出決算)

100

160
決算の認定について(平成３０年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出
決算）

101

161
決算の認定について(平成３０年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決
算）

102

162 決算の認定について(平成３０年度千葉市病院事業会計決算) 103



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

163 決算の認定について(平成３０年度千葉市下水道事業会計決算） 104

164 決算の認定について(平成３０年度千葉市水道事業会計決算) 105



議案第１２２号 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のと

おり制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

（職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２６年千

葉市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員退職手当支給条例（昭和２４年千葉市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を

除く。）」を削る。 

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当

して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第２０条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した

職員を除く。）」を削る。 

第２０条の４第１項及び第２０条の７第６項中「、若しくは地方公

務員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失

職し」を削る。 

（千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正） 

第４条 千葉市職員の旅費等に関する条例（平成２年千葉市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 
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第３条第２項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第３項中

「第１６条第２号から第５号まで」を「第１６条第１号から第４号ま

で」に改める。 

 （千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改 

 正） 

第５条 千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令

和元年千葉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

  第２１条第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を

除く。）」を削る。 

 （千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第６条 千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和

４０年千葉市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第１号を削り、第２号を第１号とし、同条第３号中「免職」

を「懲戒免職」に改め、同号を同条第２号とする。 

第５条第２項第１号中「前条第３号を除く各号のいずれか」を「前

条第１号」に改める。 

（千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第７条 千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成

２３年千葉市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第１８条及び第１９条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号

に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第２２条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を

除く。）」を削る。 

（千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第８条 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

５０年千葉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１４条及び第１５条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号

に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第１６条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を
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除く。）」を削る。 

   附 則 

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）附則第

１条第２号に定める日から施行する。ただし、第４条中千葉市職員の旅

費等に関する条例第３条第２項の改正規定及び第６条中千葉市消防団の

定員、任免、給与、服務等に関する条例第４条第３号の改正規定（「免

職」を「懲戒免職」に改める部分に限る。）は公布の日から、第５条中

千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第２０条第１

項及び第２１条第２号の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

成年被後見人及び被保佐人が職員の欠格条項の対象から除外された

ことに伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第１２３号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年千葉市条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項を次のように改める。 

２ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金につい

ては、法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第

９条及び第１２条の規定によるものとする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、規定の整備

を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１２４号 

千葉市国民健康保険財政調整基金条例の制定について 

千葉市国民健康保険財政調整基金条例を次のとおり制定するものとす

る。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市国民健康保険財政調整基金条例 

（設置） 

第１条 本市は、国民健康保険の健全な財政運営に資するため、千葉市

国民健康保険財政調整基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる金額は、予算で定めるところによる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有

利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に

代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入

歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰

り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、本市が行う国民健康保険事業に必要な経費の財源に充

てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処

分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、
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市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国民健康保険財政調整基金を設置するため、条例を制定しようとす

るものであります。 
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議案第１２５号 

千葉市心身障害者扶養共済条例の一部改正について 

千葉市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例 

千葉市心身障害者扶養共済条例（平成３年千葉市条例第５２号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条第３項を次のように改める。 

３ 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たっ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、年金管理者となるこ

とができない。 

   附 則 

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

年金管理者に係る成年被後見人等の欠格条項を改めるため、条例の

一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１２６号 

千葉市印鑑条例の一部改正について 

 千葉市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市印鑑条例の一部を改正する条例 

 千葉市印鑑条例（昭和５４年千葉市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。 

第３条第２項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行

令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３

に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行

令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項」を「令第３０

条の１６第１項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項

第２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加え、同条第３項中「記録」を

「記載が」に改める。 

 第５条第３項第１号中「若しくは」を「又は」に改める。 

第６条第１項第３号を次のように改める。 

（３）氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載（法第６条 

  第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の 

  事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）を 

  もって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がされてい 

  る場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通

称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称） 

 第６条第１項第７号中「記録」を「記載が」に改め、同条第２項中

「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。 

第１２条第１項第４号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあ

っては、住民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加える。 

第１４条第２項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。 
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   附 則 

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。ただし、第５条第３

項第１号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、登録印鑑に旧氏を使用

することを可能とするほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改

正しようとするものであります。 
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議案第１２７号 

千葉市競輪事業施設整備基金条例の制定について 

 千葉市競輪事業施設整備基金条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市競輪事業施設整備基金条例 

 （設置） 

第１条 本市は、競輪事業に必要な施設の整備のため、千葉市競輪事業

施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる金額は、予算で定めるところによる。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有

利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に

代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、競輪事業特別会計歳入歳出予算

に計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰

り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、本市が行う第１条に規定する施設の整備に必要な経費

の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又

は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
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   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 千葉市競輪事業基金条例（平成２０年千葉市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

千葉市競輪事業運営基金条例 

第１条中「競輪場の施設の整備及び」を削り、「千葉市競輪事業基

金」を「千葉市競輪事業運営基金」に改める。 

第６条中「競輪場の施設の整備及び」を「本市が行う第１条に規定

する」に改め、「必要な」の次に「経費の」を、「限り、」の次に

「予算の定めるところにより、その全部又は一部を」を加える。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

競輪事業施設整備基金を設置するため、条例を制定しようとするも

のであります。 
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議案第１２８号 

千葉市子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条第

２項の規定に基づく施設等利用費の支給の対象となる認可外保育

施設の範囲の限定に関する条例の制定について 

 千葉市子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条第２項

の規定に基づく施設等利用費の支給の対象となる認可外保育施設の範囲

の限定に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

   千葉市子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条第

２項の規定に基づく施設等利用費の支給の対象となる認可外保育

施設の範囲の限定に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令

和元年法律第７号。以下「改正法」という。）附則第４条第２項の規

定に基づき、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第３０条の１１第１項の規定による施設等利用費の

支給の対象となる改正法附則第４条第１項の規定により法第７条第 

１０項第４号に掲げる施設とみなされる施設（次条において「認可外

保育施設」という。）の範囲を限定することに関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （施設等利用費の支給の対象となる認可外保育施設の範囲の限定） 

第２条 改正法の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、認

可外保育施設に係る法第３０条の１１第１項の規定による施設等利用

費の支給は、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である認

可外保育施設のうち次条に規定する基準を満たすものが提供する同項

に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものと

する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 
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 （条例で定める基準） 

第３条 改正法附則第４条第２項に規定する条例で定める基準は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

（１）法第７条第１０項第４号に掲げる施設のうち、１日に保育する小 

学校就学前子どもの数が６人以上である施設 次に掲げる全ての事 

項を満たすものであること。 

ア 保育に従事する者の数及び資格 

（ア）保育に従事する者の数が、満１歳未満の小学校就学前子ども 

  おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に満たない小 

学校就学前子どもおおむね６人につき１人以上、満３歳以上満 

４歳に満たない小学校就学前子どもおおむね２０人につき１人 

以上、満４歳以上の小学校就学前子どもおおむね３０人につき 

１人以上であること。ただし、当該者の数は２人を下ることは 

できないこと。 

  （イ）保育に従事する者のうち、その総数のおおむね３分の１以上 

    は、保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号） 

    第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある法第７条 

    第１０項第４号に掲げる施設又は同項第５号に掲げる事業を行

う事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家

戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）又は看護師（准看護師

を含む。以下同じ。）の資格を有する者であること。 

（ウ）保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これら 

に紛らわしい名称が用いられていないこと。 

イ 保育室等の構造、設備及び面積 

（ア）小学校就学前子どもの保育を行う部屋（以下「保育室」とい 

う。）、調理室（給食を施設外で調理している場合、小学校就 

学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合 

にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機 

能を有する設備。以下同じ。）及び便所があること。 

  （イ）保育室の面積は、小学校就学前子ども１人につきおおむね１． 

６５平方メートル以上であること。 
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  （ウ）おおむね１歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、 

    おおむね１歳以上の小学校就学前子どもの保育を行う場所と区

画され、かつ、安全性が確保されていること。 

（エ）保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保さ 

れていること。 

  （オ）便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育  

    室及び調理室と区画され、かつ、小学校就学前子どもが安全に 

    使用できるものであること。 

（カ）便器の数は、小学校就学前子どもおおむね２０人につき１以 

上であること。 

ウ 非常災害に対する措置 

（ア）消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設け

られていること。 

（イ）非常災害に対する具体的計画が立てられていること。 

（ウ）非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。 

（エ）保育室を２階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前 

子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転 

落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物 

が次のａ及びｂのいずれも満たさないものである場合にあって 

は、（ア）及び（イ）に掲げる設備の設置及び訓練の実施を行 

うことに特に留意されていること。 

    ａ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の

２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐

火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。 

    ｂ 次の表の左欄の（ａ）及び（ｂ）の別に、同表の右欄に掲

げる設備（小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに

限る。）のいずれかが、１以上設けられていること。 

（ａ） １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

14



（ｂ） １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１２３条第１項に規定する構造の屋内避

難階段又は同条第３項に規定する構造の屋内特

別避難階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐

火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

  （オ）保育室を３階以上に設ける場合は、次に掲げる事項を満たし

ていること。 

    ａ 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物である

こと。 

    ｂ 次の表の左欄に掲げる保育室の階の区分に応じ、同表の中 

欄の（ａ）及び（ｂ）の別に、同表の右欄に掲げる設備（小 

学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。）のい 

ずれかが、１以上設けられていること。この場合において、 

当該設備は、いずれも避難上有効な位置に保育室の各部分か 

ら当該設備までの歩行距離が３０メートル以内となるように 

設けられていること。 

３階 （ａ） １ 建築基準法施行令第１２３条第１項

に規定する構造の屋内避難階段又は同

条第３項に規定する構造の屋内特別避

難階段 

２ 屋外階段 

（ｂ） １ 建築基準法施行令第１２３条第１項

に規定する構造の屋内避難階段又は同

条第３項に規定する構造の屋内特別避

難階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する

耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ず 
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  る設備 

３ 屋外階段 

４階以

上 

（ａ） １ 建築基準法施行令第１２３条第１項

に規定する構造の屋内避難階段又は同

条第３項に規定する構造の屋内特別避

難階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項

に規定する構造の屋外階段 

（ｂ） １ 建築基準法施行令第１２３条第１項

に規定する構造の屋内避難階段（ただ

し、当該屋内避難階段の構造は、建築

物の１階から保育室が設けられている

階までの部分に限り、屋内と階段室と

は、バルコニー又は付室（階段室が同

条第３項第２号に規定する構造を有す

るものに限る。）を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第３項第３号、第

４号及び第１０号を満たすものとす

る。）又は同条第３項に規定する構造

の屋内特別避難階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する

耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項

に規定する構造の屋外階段 

ｃ 調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第２条第７号に 

 規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第 

１１２条第１項に規定する特定防火設備によって区画されて 

おり、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若し 

くは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに 

近接する部分に防火上有効なダンパー（煙の排出量及び空気 

の流量を調節するための装置をいう。）が設けられているこ 
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と。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この 

限りでない。 

    （ａ）調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので

自動式のものが設けられていること。 

    （ｂ）調理室に調理器具の種類に応じた有効な自動消火装置が

設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止する

ために必要な措置が講じられていること。 

ｄ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でな

されていること。 

ｅ 保育室その他小学校就学前子どもが出入りし又は通行する 

場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設け

られていること。 

ｆ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報 

する設備が設けられること。 

ｇ カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理 

が施されていること。 

エ 保育の内容等 

  （ア）小学校就学前子ども一人一人の心身の発育や発達の状況を把

握し、保育内容が工夫されていること。 

  （イ）小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、 

睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保 

たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められて 

いること。 

（ウ）小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設 

定され、かつ、それが実施されていること。 

（エ）小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続け 

る等、小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内 

容でないこと。 

（オ）必要な遊具、保育用品等が備えられていること。 

（カ）小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを 

実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管 

17



理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向 

上及び適格性の確保が図られていること。 

（キ）保育に従事する者が保育所保育指針（平成２９年厚生労働省 

告示第１１７号）を理解する機会を設ける等、保育に従事する 

者の人間性及び専門性の向上が図られていること。 

（ク）小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱め 

ること等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮さ 

れていること。 

（ケ）小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度等 

から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合に 

は、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとら 

れていること。 

（コ）保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行わ 

れていること。 

（サ）緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。 

（シ）保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとす 

る者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があ 

った場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、 

保育室等の見学に応じる等に適切に対応されていること。 

オ 給食 

  （ア）調理室、調理器具、配膳器具、食器等の衛生管理が適切に行

われていること。 

（イ）小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態（アレルギー疾 

患等の状態を含む。）等に配慮した食事内容とされていること。 

（ウ）調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。 

カ 健康管理及び安全管理 

  （ア）小学校就学前子ども一人一人の健康状態の観察が小学校就学

前子どもの登園及び降園の際に行われていること。 

（イ）身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的 

に行われていること。 

（ウ）継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所 
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時及び１年に２回実施されていること。 

（エ）職員の健康診断が採用時及び１年に１回実施されていること。 

（オ）調理に携わる職員の検便がおおむね１月に１回実施されてい

ること。 

（カ）必要な医薬品、医療用品等が備えられていること。 

（キ）小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった 

場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が 

行われていること。 

（ク）睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細か

い観察が行われていること。 

（ケ）満１歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向

けに寝かせることとされていること。 

（コ）保育室での禁煙が厳守されていること。 

（サ）小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行わ 

  れていること。 

（シ）事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について

適切な安全管理が図られていること。 

（ス）不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学校

就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。 

（セ）施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サ

ービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されてい

ること。 

（ソ）施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が

成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載し

た書面の交付が行われていること。 

（タ）施設において提供される保育サービスを利用しようとする者

からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育

サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われて

いること。 

（チ）職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかに

する帳簿が整備されていること。 
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（２）法第７条第１０項第４号に掲げる施設のうち、１日に保育する小 

学校就学前子どもの人数が５人以下であり、児童福祉法（昭和２２ 

年法律第１６４号）第６条の３第９項に規定する業務を目的とする 

施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。 

ア 保育に従事する者の数及び資格 

（ア）保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね３人

につき１人以上であること。 

  （イ）保育に従事する者のうち、１人以上は、保育士若しくは看護 

師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者 

に関する研修（都道府県知事がこれと同等以上のものと認める 

市町村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う研修を含 

む。以下同じ。）を修了した者であること。 

イ 保育室等の構造、設備及び面積 

  （ア）保育室のほか、調理設備（施設外調理その他の場合にあって

は必要な調理機能）及び便所があること。 

（イ）保育室の面積は、小学校就学前子どもの保育を適切に行うこ

とができる広さが確保されていること。 

ウ その他 

前号ア（ウ）、イ（エ）及び（オ）、ウ（ア）及び（ウ）、エ 

（ア）から（シ）まで、オ（ア）から（ウ）まで並びにカ（ア）

から（チ）までに定める事項を満たすこと。 

（３）法第７条第１０項第４号に掲げる施設のうち児童福祉法第６条の 

３第１１項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育 

に従事する者を雇用している施設 次に掲げる全ての事項を満たす 

こと。 

ア 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね１人

につき原則１人以上であること。 

イ 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有 

する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を

修了した者であること。 

ウ  第１号ア（ウ）、ウ（ウ）、エ（ア）から（エ）まで及び
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（カ）から（サ）まで並びにカ（ア）、（エ）及び（キ）から

（チ）までに定める事項を満たしていること。この場合において、

同号カ（セ）中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し

書面により掲示」と読み替えるものとする。また、食事の提供を

行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。 

（４）法第７条第１０項第４号に掲げる施設のうち児童福祉法第６条の

３第１１項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げ

る施設以外の施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。 

ア 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね１人に

つき原則１人以上であること。 

イ 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有 

する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を

修了した者であること。 

ウ 第１号ア（ウ）、ウ（ウ）、エ（ア）から（エ）まで、（カ）

前段、（キ）及び（ク）並びに（コ）及び（サ）並びにカ（ア）、

（エ）及び（キ）から（チ）までに定める事項を満たしているこ

と。この場合において、同号カ（エ）中「採用時及び１年に１回」

とあるのは「１年に１回」と、同号カ（セ）中「の見やすいとこ

ろに掲示」とあるのは「に対し書面により提示」と読み替えるも

のとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必

要な注意を払うこと。 

   附 則 

 この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

保育の質を確保するため、認可外保育施設の無償化対象範囲を、国

が定める基準を満たす施設に限定する条例を制定しようとするもので

あります。 
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議案第１２９号 

子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について 

子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４５年千葉市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第４号中「規定により」の次に「診察、薬剤の支給等の」

を加え、「若しくは薬局又は」を「、薬局」に改める。 

第４条第２項第２号中「（薬局を除く。次項において同じ。）」を削

り、「受診」を「医療費」に改め、「の通院」を削り、「５００円」の

次に「（入院の場合を除く。）」を加え、同条第３項中「医療機関」の

次に「（薬局を除く。）」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年８月 1 日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第２項第２号の規定は、この条例の

施行の日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治

療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

院外処方せんにより薬局で薬を受け取った場合について、自己負担

額を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１３０号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について 

 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

   千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例 

（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

第４４条第７号中「のイからクまでの」を「に掲げる」に改め、同

号ア中「建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２

に規定する耐火建築物」を「耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下

この号において同じ。）」に、「同条第９号の３に規定する準耐火建

築物（同号ロに該当するものを除く。）」を「準耐火建築物（同条第

９号の３に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除

く。）（保育室等を３階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物）」

に改める。 

（千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第３項中「イからクまで」を削る。 

  第１４条第１項の表中 
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 「 

第４４条第７

号ア 

耐火建築物又

は同条第９号

の３に規定す

る準耐火建築

物（同号ロに

該当するもの

を除く。） 

耐火建築物 

                              」 

 「 

第４４条第７

号ア 

耐 火 建 築 物

（建築基準法

（昭和２５年

法律第２０１

号）第２条第

９号の２に規

定する耐火建

築物をいう。

以下この号に

お い て 同

じ。）又は準

耐 火 建 築 物

（同条第９号

の３に規定す

る準耐火建築

物をいい、同

号ロに該当す

る も の を 除

く。）（保育

室等を３階以 

建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第９号の

２に規定する耐火建築物 

を 

に 
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 上に設ける建

物 に あ っ て

は、耐火建築

物） 

 

                              」 

改める。 

（千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量

型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方

裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成２８年千葉市条

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項中「イからクまで」を削る。 

  第２０条第１項の表中 

 「 

第４４条第７

号 

 

又は遊戯室 、遊戯室又は便所 

３階以上に設

ける建物は 

３階以上に設ける建物は、建

築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第９号の２

に規定する耐火建築物（以下

この号において「耐火建築

物」という。）であって 

第４４条第７

号ア 

建 築 基 準 法

（昭和２５年

法律第２０１

号）第２条第

９号の２に規

定する耐火建

築物又は同条

第９号の３に

規定する準耐 

耐火建築物又は建築基準法第

２条第９号の３に規定する準

耐火建築物（同号ロに該当す

るものを除く。）（幼稚園に

あっては、耐火建築物） 

を 
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 火建築物（同

号ロに該当す

る も の を 除

く。） 

 

                              」 

 「 

第４４条第７

号 

又は遊戯室 、遊戯室又は便所 

第４４条第７

号ア 

耐 火 建 築 物

（建築基準法

（昭和２５年

法律第２０１

号）第２条第

９号の２に規

定する耐火建

築物をいう。

以下この号に

お い て 同

じ。）又は準

耐 火 建 築 物

（同条第９号

の３に規定す

る準耐火建築

物をいい、同

号ロに該当す

る も の を 除

く。）（保育

室等を３階以

上に設ける建

物 に あ っ て

は、耐火建築 

耐火建築物（建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第

２条第９号の２に規定する耐

火建築物をいう。以下この号

において同じ。）又は準耐火

建築物（同条第９号の３に規

定する準耐火建築物をいい、

同号ロに該当するものを除

く。）（保育室等を３階以上

に設ける建物又は幼稚園にあ

っては、耐火建築物） 
に 
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 物）  

                              」 

 改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、設

備の基準を改めるため、条例の一部を改正しようとするものでありま

す。 
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議案第１３１号 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年千葉市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「ことが」を「こととすることが」に改める。 

第１６条第２項第４号中「乳幼児の食事」を「利用乳幼児の食事」に

改め、「附則第２条第２項において同じ。」を削る。 

第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４

条の２０第１項第３号」に改める。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項

第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの

（附則第３条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）

については、第６条第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保

をしないことができる。 

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場

所において実施されるものに限る。）」を削る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所

内保育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

連携施設の基準を緩和するとともに、連携施設の確保及び食事の提供

に係る経過措置を延長するほか、規定の整備を図るため、条例の一部

を改正しようとするものであります。 
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議案第１３２号 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条

第１０号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第１１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条中第２４号を第２９号とし、第１８号から第２３号までを５

号ずつ繰り下げ、同条第１７号中「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、同号を同条第２２号とし、同条中第１６号を第

２１号とし、第１５号を第２０号とし、第１４号を第１９号とし、同条

第１３号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同号を同条

第１８号とし、同条第１２号を同条第１７号とし、同条第１１号の次に

次の５号を加える。 

（12）満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法

施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条

第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 

（13）特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定す 

る特定満３歳以上保育認定子どもをいう。 

（14）満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未 

満保育認定子どもをいう。 

（15）市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町 
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村民税所得割合算額をいう。 

（16）負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定 

基準子どもをいう。 

 第３条第１項中「適切な」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の

経済的負担の軽減について適切に配慮された」に改める。 

 第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に、「利用者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関す

る事項」に改める。 

 第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第２項及び第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。 

 第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、

「支給認定の有無」を「教育・保育給付認定の有無」に、「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を

「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。 

 第９条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同

条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第２項

中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改める。 

 第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下こ

の条、次条及び第１９条において同じ。）」を削り、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」に、「法第２７条第３項第２号に

掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあって

は法第２８条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特別利用
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教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額

とする。）」を「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者についての法第２７条第３項第２号に掲げる額」に改め、同条第

２項を次のように改める。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保

育給付認定保護者から、特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基

準額（法第２７条第３項第１号に掲げる額をいう。次項において同

じ。）の支払を受けるものとする。 

第１３条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同項第３号を次のように改める。 

（３）食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認 

定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・

保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所

得割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満である

ものに対する副食の提供 

（ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該 

当する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

（イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該 

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ（イ）において同じ。） ５７，７００円

（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、７７，１０１円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了

前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校

の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。

以下イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそ

れぞれ（ア）又は（イ）に定める者に該当するものに対する副

食の提供（アに該当するものを除く。） 
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（ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該 

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除く。）である者 

（イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 第１３条第４項第５号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、同条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育

・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１４条第１項中「第２７条第１項に規定する」を「第２７条第１項

の」に改め、「いい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を

含む。以下この項及び第１９条において」を「いう。以下」に、「支給

認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

 第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」

に、「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子

ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

 第１８条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、

「の保護者」を「に係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第２０条中「の各号」を削り、同条第５号を次のように改める。 

（５）第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受け

る費用の種類並びに教育・保育給付認定保護者に支払を求める理

由及び額 
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 第２１条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。 

 第２４条（見出しを含む。）中「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改める。 

 第２５条及び第２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改める。 

 第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育

給付認定子ども」に、「の保護者」を「に係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

 第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

 第３０条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ど

も等」に改める。 

 第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。 

 第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、「の各号」を削り、同項第２号を次のように改める。 

（２）第１２条の規定による特定教育・保育の提供の記録 

 第３４条第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には

特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・
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保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項にお

いて同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数」とあるのは「法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第１３条第２項中「法第 

２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第

４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、

同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

 第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付 

認定子ども」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には

特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条

第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」

と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育

・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 
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  第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、その」を

「（事業所内保育事業を除く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、

家庭的保育事業にあっては」に改め、「小規模保育事業Ａ型をいう。」

の次に「第４２条第３項第１号において同じ。」を加え、「同条」を

「同条例第２７条」に改め、「小規模保育事業Ｂ型をいう。」の次に

「第４２条第３項第１号において同じ。」を加え、「、その利用定員の

数を」を削る。 

 第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受

ける費用に関する事項」に改める。 

 第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもを除く。以下この章において同じ。）」に、「支給認定に」を

「法第２０条第４項の規定による認定に」に、「支給認定子どもが」を

「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定

子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

 第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

める。 

 第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

める。 

 第４２条第１項中「この項」の次に「から第３項まで」を加え、同項

第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、

同項第２号中「特定教育・保育をいう。」の次に「以下この条において

同じ。」を加え、同項第３号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育

認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改め、同項を同条第７項とし、同条第３項中「を行う者であって、

第３７条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のもの」を

「（第３７条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のものに
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限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う者」

に改め、同項を同条第５項とし、同項の次に次の１項を加える。 

６ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３

第１２項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認

めるもの（附則第５条において「特例保育所型事業所内保育事業者」

という。）については、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の

確保をしないことができる。 

第４２条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加え

る。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げ

る要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しな

いこととすることができる。 

（１）特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 

（２）前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲

げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな

い。 

（１）当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号に

おいて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

（２）事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等

を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると

市が認める者 

 第４３条第１項及び第２項を次のように改める。 
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特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教 

育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額

（法第２９条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるもの

とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・

保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育

費用基準額（法第２９条第３項第１号に掲げる額をいう。次項におい

て同じ。）の支払を受けるものとする。 

 第４３条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第４項中「の各号」を削り、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項及び第６項中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第４６条第５号を次のように改める。 

（５）第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受け 

  る費用の種類並びに教育・保育給付認定保護者に支払を求める理由 

及びその額 

 第４７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育

認定子ども」に改める。 

 第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」

に改め、同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要

な事項」を「の規定による特定地域型保育の提供」に改め、同項第３号

中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第５０条中「特定地域型保育事業に」を「特定地域型保育事業者、特

定地域型保育事業所及び特定地域型保育に」に改め、「第１１条中「特

定教育・保育施設は、特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育事

業者は、特定地域型保育」と」の次に「、「教育・保育給付認定子ども

について」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認

定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節に

おいて同じ。）について」と」を加え、「準用する」と、「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」を「準用する」と、「施設型給付

費（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域
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型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この

項及び第１９条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型

保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とある

のは「特定地域型保育提供証明書」に改める。 

 第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、同条第２項中「支給認定子ども及び」を「教育・保育給付認定

子ども及び」に、「支給認定子ども（」を「満３歳未満保育認定子ども

（」に、「あっては」を「あっては、」に、「支給認定子どもを含む」

を「教育・保育給付認定子どもを含む」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ

含むものとして、この章（第４０条第２項を除き、前条において準用

する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条

第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第 

３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章におい

て同じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２

条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）」と、「法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」

とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特
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定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定

保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保

育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５

項中「前４項」とあるのは「前３項」とする。 

 第５２条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に、「あっては」を「あっては、」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、この章の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者

に限る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定

満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

も（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをい

う。）に係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）
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に要する費用」とする。 

附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業

所内保育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同

条ただし書中「第４２条第１号」を「同項第１号」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第３７条第

１項の改正規定（「小規模保育事業Ａ型をいう。」の次に「第４２条第

３項第１号において同じ。」を加える部分、「同条」を「同条例第２７

条」に改める部分及び「小規模保育事業Ｂ型をいう。」の次に「第４２

条第３項第１号において同じ。」を加える部分に限る。）、第４２条の

改正規定（同条第１項中「この項」の次に「から第３項まで」を加える

部分、同項第２号中「特定教育・保育をいう。」の次に「以下この条に

おいて同じ。」を加える部分、同条第４項を同条第７項とする部分、同

条第３項中「を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める利

用定員が２０人以上であるもの」を「（第３７条第２項の規定により定

める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業

所内保育事業」という。）を行う者」に改める部分、同項を同条第５項

とする部分、同項の次に１項を加える部分、同条第２項を同条第４項と

する部分及び同条第１項の次に２項を加える部分に限る。）及び附則第

５条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の

一部改正に伴い、地域型保育事業の連携施設の基準を緩和するととも

に、連携施設の確保に係る経過措置を延長するほか、副食費を徴収す

ることとするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１３３号 

千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例の一部改正につ

いて 

千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例の一部を改正す

る条例 

千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例（平成２７年千葉市

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第３条（見出しを含む。）中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。 

第４条の見出し中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、同条中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

第５条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。 

   附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１３４号  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。  

令和元年９月６日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。  

第１０条第３号中「おいて生徒を引率して行う」を「おける」に改め

る。  

別表第２第１８項中 

「 

 第１０条第２号及び

第３号の業務 

日額 ５，１００円 

第１０条第４号の業

務 

４時間以上日額 ３，

６００円 

                             」 

「 

 第１０条第２号の業

務 

日額 ５，１００円 

第１０条第３号の業

務 

日額  ５，１００円

（教育委員会が別に定

める指導業務にあって

は、日額３，６００

円） 

 第１０条第４号の業 ３時間以上日額 ２， 

 務 ７００円 

                             」 

を  

に  
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改める。 

附 則  

１ この条例は、令和元年１１月１日から施行する。  

２ この条例の施行の日から令和４年１０月３１日までの間は、この条

例による改正後の別表第２第１８項の規定の適用については、同項中

「３時間以上日額 ２，７００円」とあるのは「４時間以上日額 ３，

６００円、３時間以上４時間未満日額 ２，７００円」とする。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

教員特殊業務のうち部活動指導業務に係る手当の額を改定するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。  
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議案第１３５号 

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部改正について 

 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

   千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部を改正する条 

   例 

（千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年千葉市

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第８条の２の見出し中「伴う」の次に「任期付採用及び」を加え、

同条中「この項」を「この条」に、「申請期間を任期の限度として行

う臨時的任用」を「次の各号に掲げる任用のいずれか」に、「、当該」

を「、第２号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）申請期間を任用の期間（以下この条において「任期」という。）

の限度として行う任期を定めた採用 

（２）申請期間を任期の限度として行う臨時的任用 

 第８条の２に次の４項を加える。 

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

には、当該職員にその任期を明示しなければならない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により任期を定めて採用された職員の

任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内

において、その任期を更新することができる。 

４ 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらか

じめ当該職員の同意を得なければならない。 

５ 第２項の規定は、第３項の規定により任期を更新する場合につい

て準用する。 

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６
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号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条第３項中「常時」を「任期付職員（育児休業法第６条第１

項の規定により、同法第２条第２項又は第３条第１項の規定による請

求があった場合における当該請求に係る期間を任用の期間の限度とし

て任用の期間を定めて採用される職員及び千葉市職員の配偶者同行休

業に関する条例（平成２６年千葉市条例第４号）第８条の２第１項の

規定により、同条例第２条又は第６条第１項の規定による申請があっ

た場合における当該申請に係る期間を任用の期間の限度として任用の

期間を定めて採用される職員をいう。）及び常時」に改める。 

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉

市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条の２の見出しを「（任期付職員及び常勤の臨時職員の休

暇）」に改め、同条中「常時」を「任期付職員（地方公務員の育児休

業等に関する法律第６条第１項の規定により、同法第２条第２項又は

第３条第１項の規定による請求があった場合における当該請求に係る

期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員及

び千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年千葉市条例

第４号）第８条の２第１項の規定により、同条例第２条又は第６条第

１項の規定による申請があった場合における当該申請に係る期間を任

用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員をいう。）

及び常時」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

配偶者同行休業及び育児休業に伴う任期を定めた職員の採用につい

て、必要な事項を定めるため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第１３６号 

千葉市立小学校設置条例の一部改正について 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例 

千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表千葉市立千城台北小学校の項、千葉市立千城台西小学校の

項、千葉市立千城台南小学校の項及び千葉市立千城台旭小学校の項を削

り、同表に次のように加える。 

千葉市立千城台わかば小

学校 

千葉市若葉区千城台北１丁目４番１号 

千葉市立千城台みらい小

学校 

千葉市若葉区千城台東３丁目１８番１号 

 附則第２項を次のように改める。 

２ 令和２年４月１日から規則で定める日までの間、第２条の表千葉市

立千城台わかば小学校の項中「千葉市若葉区千城台北１丁目４番１号」

とあるのは「千葉市若葉区千城台西２丁目２１番１号」とする。 

 附則第３項を削る。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条の表千

葉市立千城台南小学校の項及び千葉市立千城台旭小学校の項を削る改正

規定並びに同表に千葉市立千城台みらい小学校の項を加える改正規定は、

令和３年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千城台北小学校及び千城台西小学校を統合し、新たに千城台わかば

小学校を設置するとともに、千城台南小学校及び千城台旭小学校を統

合し、新たに千城台みらい小学校を設置するため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 

49



議案第１３７号 

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部改正について 

 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条

例 

 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例（昭和３５年千葉市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項の表高等学校の項中「１，３８０円」を「１，８３０円」

に改め、同表特別支援学校（高等部）の項中「９２０円」を「１，  

０７５円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１条第１項の表の規定は、令和２年度分

の共済掛金から適用し、令和元年度分までの共済掛金については、な

お従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴い、

共済掛金の額を改定するため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第１３８号 

千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について 

 千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第３条第２項に規定する条例

で定める区域の規模は、３００平方メートル以上とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

生産緑地地区の区域の規模を３００㎡以上の規模とするため、条例

を制定しようとするものであります。 
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議案第１３９号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

 別表６１の項第１号中「場合 次に定める額」の次に「。ただし、認

定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エ

ネ法第２９条第３項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当

該計画に係る全ての建築物ごとにそれぞれ次に定める額を合計した額」

を加え、同項第２号中「規定する額を加算した額」の次に「。ただし、

認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省

エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項について記載があった場合は、

当該計画に係る全ての建築物ごとにそれぞれ前号に定める額を合計した

額に１の項に規定する額を加算した額」を加える。 

別表６２の項第１号中「切り捨てた額）」の次に「。ただし、認定の

申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エネ法

第２９条第３項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当該計

画に係る変更する全ての建築物ごとにそれぞれ次に定める額を合計した

額」を加え、同項第２号中「加算した額」の次に「。ただし、認定の申

請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エネ法第

２９条第３項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当該計画

に係る変更する全ての建築物ごとにそれぞれ前号に定める額を合計した

額に１の項に規定する額を加算した額」を加える。 

別表６４の項手数料を徴収する事務の欄中「第１２条第１項」の次に

「又は第１３条第２項」を加える。 

別表６５の項手数料を徴収する事務の欄中「第１２条第２項」の次に
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「又は第１３条第３項」を加える。 

附 則 

 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部

を改正する法律（令和元年法律第４号）の施行の日又は公布の日のいず

れか遅い日から施行する。ただし、別表６４の項手数料を徴収する事務

の欄及び別表６５の項手数料を徴収する事務の欄の改正規定は、公布の

日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の審査手数料等を定めるほ

か、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
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議案第１４０号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２千葉公園の項を次のように改める。 

千葉公園 水泳プール ７月１５日から

８月３１日まで

の日 

午前９時から午

後８時まで 

体育館 年末年始（１２

月２９日から翌

年１月３日まで

の日をいう。以

下この表におい

て同じ。）以外

の日 

午前９時から午

後９時まで 

集会所 午前９時から午

後５時まで 

貸ボート ３ 月 １ 日 か ら 

１１月３０日ま

での日（月曜日

（その日が休日

に 当 た る と き

は、その日後に

おいてその日に

最も近い休日で

ない日とする。 

午前９時から午

後５時まで 
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  以 下 「 月 曜 日

等」という。）

を除く。） 

 

別表第３千葉公園の項を次のように改める。 

千葉公園 水泳プール 

体育館 

別表第９第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同項第３号中

「千葉公園野球場及び」を削り、同号を同項第２号とし、同項中第４号

を第３号とし、第５号を削る。 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前の千葉公園野球場の使用に係る利用料金の納

付及び返還については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉公園の野球場を廃止するため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第１４１号 

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例の一部改正に

ついて 

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

令和元年９月６日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例の一部を改正

する条例 

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例（平成２４年千葉

市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第

５項中「の車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第５条第２項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加え

る。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（自転車通行帯） 

第７条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路

（自転車道を設ける道路を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を

設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。）に自転

車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び

歩行者の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路（自転車道を設け

る道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通

を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、

車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限

りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。た
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だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、１メートルまで縮小することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して

定めるものとする。 

第９条第１項中「又は第４種の道路」を「（第４級及び第５級を除く。

次項において同じ。）又は第４種（第３級を除く。同項において同じ。）

の道路で設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であるもの」に

改め、同条第２項中「道路（」を「道路で設計速度が１時間につき６０

キロメートル以上であるもの（」に改める。 

第１０条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

第１１条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加

える。 

第４０条中「第７条第１項」の次に「、第９条第１項及び第２項」を

加え、「同条」を「第９条第１項中「３級」とあるのは「第３級及び第

４級」と、政令第１２条」に改める。 

第４１条中「第７条」の次に「、第７条の２第３項」を加える。 

   附 則 

この条例は、令和元年１２月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

道路構造令の一部改正に伴い、新たに自転車通行帯に関する規定を

設けるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第１４２号 

   住居表示の実施について 

 市は、住居表示の実施区域を別図のとおり定め、当該区域における住

居表示の方法を街区方式とするものとする。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 
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59



 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  新たに中央区都町及び若葉区加曽利町の一部の区域を住居表示の実

施区域と定め、当該区域における住居表示の方法を街区方式とするこ

とについて、住居表示に関する法律第３条第１項の規定に基づき、議

決を求めるものであります。 
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議案第１４３号 

   町の区域及び名称の変更について 

 市は、令和２年２月３日から、別図１に示す中央区及び若葉区の町の

区域及び名称を、別図２に示すとおり変更するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 
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葉
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議 案 説 明 

  住居表示整備事業の実施に伴い、町の区域及び名称の変更について、

地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第１４４号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 千葉市中央図書館・生涯学習センター空調熱源改修工事 

２ 施工場所 千葉市中央区弁天３丁目７番７号 

３ 工事概要 (１)主熱源機器改修工一式 

       (２)空調機器改修工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ３６３，０００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から４５０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区問屋町１６番３号 

福井・三成建設共同企業体 

       代表者 千葉市中央区問屋町１６番３号 

           福井電機株式会社 

           代表取締役 村杉 茂治 

           千葉市若葉区都賀３丁目３１番１０号 

           三成工業株式会社 

           代表取締役 鈴木 賢治 
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議 案 説 明 

  千葉市中央図書館・生涯学習センター空調熱源改修工事を行うため

の工事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第１４５号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

市道路線認定調書 

 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

① 高浜６４号線 高浜１丁目地内 高浜１丁目地内

② 花輪町５３号線 花輪町地内 花輪町地内

③ 花輪町５４号線 花輪町地内 花輪町地内

④ 花輪町５５号線 花輪町地内 花輪町地内

⑤ 花輪町５６号線 花輪町地内 花輪町地内

⑥ 花輪町５７号線 花輪町地内 花輪町地内

⑦ 花輪町５８号線 花輪町地内 花輪町地内

⑧ 花輪町５９号線 花輪町地内 花輪町地内

⑨ 仁戸名町１８３号線 仁戸名町地内 仁戸名町地内

⑩ 仁戸名町１８４号線 仁戸名町地内 仁戸名町地内

⑪ 若松町２４４号線 若松町地内 若松町地内

⑫ 若松町２４５号線 若松町地内 若松町地内

⑬ 若松町２４６号線 若松町地内 若松町地内

⑭ 若松町２４７号線 若松町地内 若松町地内

⑮ 若松町２４８号線 若松町地内 若松町地内

⑯ 宮野木町３３９号線 宮野木町地内 宮野木町地内

⑰ 宮野木町３４０号線 宮野木町地内 宮野木町地内

⑱ 東寺山町１３９号線 東寺山町地内 東寺山町地内

⑲ 幕張５１０号線 幕張町３丁目地内 幕張町３丁目地内

⑳ 武石町９２号線 武石町１丁目地内 武石町１丁目地内

㉑ 長作町２３７号線 長作町地内 長作町地内

㉒ 作新台６５号線 作新台１丁目地内 作新台１丁目地内

㉓ 刈田子町３４号線 刈田子町地内 刈田子町地内

㉔ 小金沢町２２号線 小金沢町地内 小金沢町地内

㉕ 大金沢町７８号線 大金沢町地内 大金沢町地内

10

4

市道路 線認 定図 番号

2

3

5

11

12

14

7

13

1

6

8

9
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市道路線廃止調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉖ 誉田町２５４号線 誉田町１丁目地内 誉田町１丁目地内

㉗ 誉田町２５５号線 誉田町１丁目地内 誉田町１丁目地内

㉘ 誉田町２５６号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

㉙ 誉田町２５７号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

㉚ 誉田町２５８号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

㉛ 高田町３０７号線 高田町地内 高田町地内 17

16

15

整 理

番 号
路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点 摘要

市 道 路 線

廃止図番号

① 桜木町４９号線 桜木４丁目地内 桜木４丁目地内 全部廃止

② 桜木町５４号線 桜木４丁目地内 桜木４丁目地内 全部廃止

1
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整理番号①市道路線認定図1
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整理番号②－⑧市道路線認定図2
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整理番号⑨⑩市道路線認定図3
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整理番号⑪⑫市道路線認定図4
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整理番号⑬⑭市道路線認定図5
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整理番号⑮市道路線認定図6
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整理番号⑯⑰市道路線認定図7
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整理番号⑱市道路線認定図8

75



整理番号⑲市道路線認定図9
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整理番号⑳市道路線認定図10⑳
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整理番号⑳市道路線認定図11
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整理番号⑳市道路線認定図12
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整理番号⑳⑳市道路線認定図13

』
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整理番号⑳市道路線認定図14

81



整理番号⑳－⑳市道路線認定図15
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、 ‘

整理番号⑳⑳市道路線認定図16⑳ ⑳
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整理番号⑪市道路線認定図17
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整理番号①②市道路線廃止図1
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 

 

 

86



 

 

議案第１４６号 

   平成３０年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 平成３０年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金４，０００， 

２５８，４４７円のうち１，４４９，４９１，３５３円を減債積立金に

積み立て、２，５５０，７６７，０９４円を資本金に組み入れるものと

する。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議決を求めるも

のであります。

 

 

87



 

議案第１４７号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市一般会計歳入歳出決算について、議会の認定を求

める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市一般会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市一般会計の決算について、地方自治法第２３３

条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１４８号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１  平成３０年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 (別冊 ) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市国民健康保険事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。 

 

89



議案第１４９号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市介護保険事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。 

 

 

90



議案第１５０号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につい

て、議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計の決算について、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるも

のであります。

 

 

91



   129 

 

議案第１５１号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算について、議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳

出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の決算

について、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定

を求めるものであります。

 

 

92



議案第１５２号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市霊園事業特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

93



 

議案第１５３号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市農業集落排水事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

94



 

議案第１５４号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市競輪事業特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

95



 

議案第１５５号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市地方卸売市場事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

96



 

議案第１５６号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

について、議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計の決算につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求

めるものであります。

 

 

97



 

議案第１５７号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市市街地再開発事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

98



 

議案第１５８号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市動物公園事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。

 

 

99



議案第１５９号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市公共用地取得事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

100



 

 

議案第１６０号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市学校給食事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。

 

 

101



 

 

議案第１６１号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市公債管理特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

102



 

議案第１６２号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市病院事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市病院事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市病院事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

103



 

議案第１６３号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市下水道事業会計決算について、議会の認定を求め

る。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市下水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市下水道事業会計の決算について、地方公営企業

法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

104



 

議案第１６４号 

   決算の認定について 

 平成３０年度千葉市水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和元年９月６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成３０年度千葉市水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度千葉市水道事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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